
慶 應 義 塾 大 学 入 学 合 格 者 認 定 試 験 問 題 （法 務 研 究 科） 

【問題】（各 10点×問 6：満点 60点〔成績評価時には 100点満点に換算する〕） 

  以下の問いに答えなさい。適用条文または根拠条文がある場合は、それも挙げること。

また、見解の対立がある場合には、最高裁判例があればその見解に拠ること。なお、適用

条文・根拠条文を挙げるに当たり、それが会社法の条文である場合は、条項号数のみを挙

げることで構わない（例えば、「会社法 423条」を挙げる場合は、単に「423条」と記載す

るだけで良い）。 

（1）会社法上の公開会社でない会社（非公開会社）とは、どのような会社を指すか。

（2）甲株式会社（以下「甲社」という）は、1種類の株式のみを発行する、公開会社であ

る。Xは、2025年 11月 9日、甲社の株主 Aから、甲社株式 1万株（以下「本件株式」

という）を適法に譲り受けた上で、同日、甲社に対し、会社法が定める手続に従って

名義書換を請求したが、甲社の担当者の事務処理上のミスにより、本件株式に係る株

主名簿上の株主は Aのままになっていた。 

甲社は、2026 年 2 月 16 日開催の定時株主総会において、1 株当たり 100 円の剰余

金の配当をする旨を決議した。なお、本件株式について、本件定時株主総会の招集通

知は Xではなく Aに発せられた。また、甲社は、本件定時株主総会における権利およ

び剰余金配当を受ける権利につき、基準日を定めていなかった。 

    その後、同月 25日、Aは、本件株式につき、甲社から 100万円の配当を受領した。 

    Xは、本件株式につき、自己ではなく Aが 100万円の配当を受領したことを不満に

感じている。X は、甲社に対して、100 万円の配当の支払いを請求することができる

かについて論じなさい。 

（3）公開会社である甲株式会社（以下「甲社」という）の株主は、A、Bおよび Xの 3名

である。甲社は、2026 年 2 月 16 日、株主に対し、株主総会の日時、場所および議題

（以下「本件議題」という）を記載した書面の招集通知を発した上で、同月 19日に株

主総会（以下「本件株主総会」という）を開催し、本件議題について決議（以下「本

件株主総会決議」という）を行った。なお、本件株主総会には、Aおよび Bが自ら出

席し、また、Xは Cを代理人として出席させていたところ、本件株主総会決議に際し
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て、A、Bおよび Cは特段の異議を述べていなかった。 

株主 X は本件株主総会決議の効力を否定したいと考えている。2026 年 3 月 6 日の

時点で、Xはどのような訴えを提起して、どのような主張に基づきどのような請求を

することが考えられるか、および、かかる Xの請求が認められるかを論じなさい。 

 

（4）取締役会設置会社である甲株式会社（以下「甲社」という）には、A、Bおよび Cの

3名の取締役がおり、そのうち Cは、全く会社経営に関与していない名目だけの取締

役である。甲社では、C に招集通知を発しないまま、取締役会が開催され、A および

B の賛成の議決権行使により、A を代表取締役に選定する決議が行われた（以下「本

件取締役会決議」という）。本件取締役会決議の効力について論じなさい。 

 

（5）取締役会設置会社である X株式会社（以下「X社」という）は、東京都全域で自動車

の販売業を営んでいる。X社の取締役 Yは、X社の取締役会の承認を得ずに、個人商

人として東京都港区で自動車販売店を開いて営業を行い、1000万円の利益を得た。Y

は、X社に対してどのような会社法上の責任を負うかについて論じなさい。 

 

（6）甲社は、取締役会および監査役を設置する、公開会社でない株式会社である。甲社の

株主は A および B の 2 名であり、それぞれ 100 株ずつ保有している。取締役は、A、

Mおよび Nの 3名であり、Aが代表取締役を務めている。客観的な資料に基づき、合

理的な方法で算定された甲社株式の価値は 1 株当たり 10 万円であり、定款所定の発

行可能株式総数は 600株である。 

甲社は、資金調達を主たる目的として、2025 年 10 月、取引先である乙社に対して

だけ引受けの勧誘をした上で、1株当たり 10万円を払込金額として、乙社に対して 50

株の新株を発行した（以下「本件株式発行」という）。甲社は、本件株式発行に際して、

取締役会決議は経たが、株主総会決議は経なかった。 

本件株式発行のことを知ったBは、本件株式発行の無効を主張したいと考えている。

2026年 3月 6日の時点で、Bはどのような訴えを提起して、どのような主張をすべき

か、および、Bのかかる主張が認められるかについて論じなさい。 

 

以上 


